


～～公公公的的保保険険のの医医療療制度度はは治治療療にに対対しししててのの継継続続性性がポイント～～公的保険の医療制度は治療に対しての継続性がポイント～
公的保険シリーズ！

出産や育児休業は次世代の育成のことも勘案して保険料が免除になる仕組みになっています。病気やケガに備
えて可処分所得を考えていくのも資産形成の近道といえます。

■公的保険制度を理解しよう

　日本の公的保険制度は、国民皆

保険、国民皆年金といったよう

に、全国民を対象として長きにわ

たって歩んでいます。医療保険制

度でいえば、自営業の方は国民健

康保険制度、会社勤めの方は社会

保険制度に加入しており、全ての

方が一定の保障を受けられる仕組

みです。

　今般、金融庁が示した「公的保

険ポータルサイト」においても、

民間保険の加入にあたっては、ま

ず公的保険制度を十分理解した上

で加入を検討することが重要であ

ると説いています。

　ご自身の加入する保険制度を理

解することで、公的保険が共助の

立ち位置にあることがお分かりい

ただけるかと思います。今回は、

医療保険制度に焦点をあてて考え

てみましょう。

■健康保険の傷病手当金

　まず、社会保障制度の立て付け

は、健康保険、介護保険、雇用保

険、労災保険に分かれます。私傷

病などで仕事を休まなければなら

なくなった場合の補償としては、

健康保険から傷病手当金、仕事上

でケガなどをしてお休みする場合

は、労災保険から休業補償などが

給付されることがあります。

　公的保険制度は共助であり、
みなさんが納める保険料によ
って助け合う制度です。日ご
ろ民間の医療保険に注目しが
ちになりますが、公的保険か
らどのような給付があるのか
理解しておくことも重要です。
医療保険制度について改めて
考えてみましょう。
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■仕事上のケガに対応する
　労災保険

　健康保険の傷病手当金は、お給

料の約67％とお伝えしました

が、労災保険制度はどのようにな

っているでしょうか。仕事上でケ

ガなどをした場合、労災保険はお

給料の約80％が休業補償として

支給されることになります。労災

保険は、仕事上での事象に対して

の給付ですので、治療が続く限り

支給対象となります。治療が続く

限りとお伝えしましたが、療養を

している方が治療開始後１年６か

月を経過しても治らない場合に

は、障害の程度にもよりますが、

傷害補償年金として受け取ること

も可能な制度です。

　健康保険にしても労災保険にし
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■保険料の費用対効果

　民間の保険制度は、事象が起き

た時にご自身が選択する金額での

掛け金になりますが、公的保険制

度はお給料の額に比例する形での

保険料ですので、占める割合が大

きいといわれています。残念なが

ら、ケガや病気で休んでいる間も

保険料の負担はありますので、給

付と保険料のバランスが良くない

と思われがちですが、共助の精神

を持って考えていただけると、誰

かを支え合っている仕組みとご理

解いただけるのではないかと考え

るところです。

ても、１年６か月という期間の制

限はありますが、その後も継続し

て補償が受けられるように考えら

れた制度ということになります。

■公的保険と民間保険の
　バランスを考える

　前述したように、公的保険制度

は国民全員が何らかの制度に加入

する強制保険であり、それを補う

のが民間保険であるといえます。

将来の不安や、病気、ケガへの補

償を考えると大きなリターンがあ

れば安心ですが、プラスオンする

考えに立って民間保険を利用する

ことが、現在、そして将来の資産

形成にも役立つといえます。

　今一度、ご自身の加入する公的

保険制度を見直し、ご自身の背丈

にあった民間保険を選択してはい

かがでしょう。

　健康保険の傷病手当金は、ご自

身のお給料に合わせた等級表から

算出された標準報酬日額の約67

％が、通算して１年６か月間支給

されます。なぜ１年６か月間なの

かというと、仮に私傷病が悪化し

て障害年金の支給対象に該当する

場合、初診日から１年６か月とい

う縛りがあるため、それまでの期

間を埋めるための期間と考えられ

ます。近年では、がん治療を行い

ながら仕事を続ける方も増えてき

たことから、治療と仕事を繰り返

す方にもうまく使えるように通算

した期間の受給が可能となりまし

た。

　このように、傷病手当金から障

害年金への一連の流れを汲んでい

るのが公的保険制度のメリットと

もいえ、その上で生活リスクを補

うものが民間の医療保険などとな

っています。生活リスクだけを恐

れてしまい、ご自身が加入してい

る制度を理解しないのはもったい

ないことです。



フコクしんらい生命　　丸山　浩

「代償交付金」とは？　複数いる相続人のうち、特定の相続人がその遺産（例えば、建物や自社株）を相
続する代わりに、他の相続人に対して自分の所有する財産を交付する、その財産をいいます。

事業を継続していくための
リスク対策 損害保険代理店活用シリーズ
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自然災害と後継者問題に備えよう！

●自然災害に対しての対応 るということです。
　経営者は事業をこれからも継続していく責
務がありますが、家庭では親の顔もありま
す。親としては配偶者の今後の生活を守ると
ともに、子ども達には、特殊な場合を除け
ば、公平に接していきたい気持ちがあろうか
と思われます。仮に親はそのような気持ちが
なくても、遺言がなければ、子ども達は均等
に親から財産をもらう権利があります。しか
し、現実は、自社株を持たせる必要のある後
継者にどうしても財産が偏る傾向がありま
す。
　対策としては、遺言を書くことは必須で
す。遺言を書くことにより、子ども達に均等
に財産を分割する必要がなくなります。親と
しては断腸の思いでしょうが遺産分割を均等
にできない場合はやむを得ない判断ではない
でしょうか？
　しかし、少ない財産しか相続できない子ど
もに対して、一定の財産（遺留分等）は必要
です。ここで活用できるのが生命保険です。
生命保険金は「保険金受取人の固有財産」で
すので、経営者の相続財産とはならず、遺留
分の計算からも除外されます。遺留分を増や
さないためにも有効ですが、一方で保険金受
取人を少ない財産を相続する子どもにすると
遺留分とは算定されないので、トラブルにな
りかねません。後継者を保険金受取人として
その保険金を代償交付金とすることも検討す
る必要があります。

●後継者問題
　中小企業において後継者の６割近くは経営
者の子です。これは経営の現場や経営者の気
持ちを一番近くで見ることができるのは経営
者の家族であることと、経営するにあたって
は必要な自社株が経営者個人の財産になるの
で、なかなか他の者には渡せないということ
が理由になっていると思われます。
　この点においては、後継者は経営者の子に
なるのが自然なことではあるのですが、ここ
でネックになるのが、自社株は相続財産であ

　中小企業の自然災害等に対する対策を促進
するため、中小企業強靱化法が2019年5月
29日に成立し、同年7月16日より施行して
います。これにより、防災・減災に取り組む
中小企業がその取組内容をとりまとめた計画
（事業継続力強化計画）を国が認定する制度
を創設しました。認定を受けた中小企業は、
防災・減災設備に対する税制優遇、低利融資、
補助金の加点措置等を受けることができます。
　また、損害保険各社では「事業継続力強化
計画」の認定を取得した事業者等に対し、リ
スク実態（過去の保険金支払い実績やリスク
管理態勢等）に応じた個別の対応をすること
で経営者の皆様を応援しています。自然災害
は、今や、「いつか必ずやってくるリスク」
と認識し、防災・減災・保険の準備をしてお
きましょう。

　事業を継続するにあたって、「避けたくても避けられないリス
ク」があります。そのひとつは地震や台風などの自然災害です。そ
してもう一つはいつか実行しなければならない後継者問題です。




